
  

院内の施設基準等にかかる掲示について  

  

【情報通信機器を用いた診療】 

・ 情報通信機器を⽤いた診療の初診において向精神薬の処⽅は⾏いません 

【個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書】  

・領収証発行の際、個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無償発行してます。発行を希望されない方は会計窓

口へ、その旨をお申し付けください。  

 

 【一般名称での処方・後発医薬品使用推進】  

・後発医薬品があるお薬につきましては、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、ご説明のうえ一般名（有効成分名）で

処方することを推進しています。（国の政策として推進されております。ご理解ご協力をお願いいたします。）  

・医薬品の供給不足等が発生した場合に、治療計画の見直し等の適切な対応ができる体制を整備しております。  

 ・なお、令和６年 10 月より長期収載品について「医療上の必要性があると認められない場合」（患者さまの希望に

よる処方の場合）には、「選定療養が適用される」ことをご理解ください。（厚労省の定めた医薬品について、薬価

差の一部（１/４）が自己負担となります） 

 

【生活習慣病管理料Ⅰ・Ⅱ】  

・患者様の身体状態等に応じて 28 日以上の長期投薬を行うことについて対応が可能です。 

 【医療情報取得加算】  

・当院はオンライン資格確認を実施しております  

・質の高い診療を行うため受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用し、医療の提供に努

めております。 

 

【入院時食事療養費】  

当院は、入院時食事療養費（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時（夕

食については午後６時以降）、適温で提供しております。  

 入院時食事療養費（Ⅰ）  

（1）(2)以外の食事療養を行う場合（1 食につき）：690 円  

（2） 流動食のみを提供する場合（1 食につき）：625 円 

特別食加算（1 食につき）：76 円 

 

入院時生活療養費（Ⅰ）  

（1）イ ロ以外の食事の提供たる療養を行う場合（1 食につき）：584 円  

     ロ  流動食のみを提供する場合（1 食につき）：530 円  

  

（2）健康保険法第 63 条第 2 項第 2 号ロ及び高齢者の医療の確保に関する法律第 64 条第 2 項第 2 号ロに掲げ

る療養（1 日につき）：398 円 

 



 【入院基本料・看護配置】当院は、  

２階病棟 ５４床３階病棟５４床：療養病棟入院基本料１  

＜入院患者 8 人に対して１人以上の看護師及び准看護師を配置しております。＞  

なお時間帯、休日などで看護職員の配置が異なります。実際の看護配置につきましては、各病棟に詳細を掲示してお

りますのでご参照ください。 

 

【入院診療計画書、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体拘束の

最小化について】  

当院では、入院の際に医師、看護師、その他必要に応じ関係職種が共同して総合的な診療計画（入院診療計画書）

を作成し、入院後 7 日以内に説明を行っています。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理

体制、褥瘡対策、 養管理体制、意思決定支援及び身体拘束の最小化について基準を満たしています。  

   

【医療安全について】  

患者相談窓口について  

・医療安全に関すること、入院、治療、生活費などの経済的なこと、退院後の生活のこと、苦情等、患者様やご家族

様の不安や悩みに対し、ご相談を受けるために患者相談窓口を設置しております。相談内容に応じて各部門の職員が

お話を伺い、問題解決のお手伝いをさせて頂きます。どうぞお気軽に相談ください。 

 

 

【医師の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組について】  

当院では、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善として、複数担当医制とチーム医療を進めています。またタスク

シフト/シェアを推進し、教育・研修を受けた看護師や薬剤師等が医師に代わり初診時の予診・検査手順の説明、服

薬指導、医師事務作業補助者による外来診療補助や診断書作成補助等を行っています。  

  

  

【看護職員の負担の軽減及び処遇の改善について】  

当院では、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善として、時間外労働が発生しないような業務量の調整、看護職員と

他職種との業務分担、夜間を含めた看護補助者の配置、短時間正規雇用の看護職員の活用、ライフスタイルに合わせ

た多様な勤務形態の導入、妊娠・子育て中・介護中の看護職員に対する配慮、夜勤負担の軽減などに取り組んでいま

す。 

  



 

2024 年 6 月公益財団法人北海道医療団  音更病院 病院長  


